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設置期限まで

　　　　　　あと　12日　です！！

2011年6月1日より、住宅火災警報器が未設置の物件については、

設置義務違反となり、未設置の状態で火災等による被害が生じた
場合、貸主に民事上の責任が生じる可能性があります。

また、設置の対応を戴けていない物件につきましては、当社より入
居斡旋をすることができませんので、必ず今一度、全室の設置が
完了しておることを確認戴きますようお願いします。

TEL：075-464-0202
ＵＳＡＧＩ通信はメールでの送信も可能です！！

学生ハウジングホームページ　家主様へ　→　家主様相談窓口　の入力フォームにて
ご相談内容のボックスに「USAGI通信希望」とご入力の上、送信ください。


